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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
与
那
国
島
へ
の
自
衛
隊
配
備
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

防
衛
省
で
は
、
南
西
地
域
に
お
け
る
防
衛
態
勢
の
強
化
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
八
年
三
月
に
与
那
国
島
に
与
那
国
沿
岸

監
視
部
隊
等
を
配
置
し
た
ほ
か
、
今
後
、
奄
美
大
島
、
宮
古
島
及
び
石
垣
島
に
陸
上
自
衛
隊
の
警
備
部
隊
、
地
対
艦
誘
導
弾

部
隊
、
地
対
空
誘
導
弾
部
隊
等
を
配
置
す
る
予
定
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
部
隊
配
置
は
、
我
が
国
へ
の
攻
撃
を
抑
止
す
る
効
果

を
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
お
尋
ね
の
「
住
民
の
安
全
確
保
及
び
避

難
」
に
つ
い
て
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
六
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
、
地
方
公
共
団
体
等
が
相
互
に
連
携
協
力
し
、
住
民
の

避
難
及
び
救
援
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

与
那
国
島
へ
の
陸
上
自
衛
隊
の
沿
岸
監
視
部
隊
等
の
配
置
に
当
た
り
、
電
力
、
電
気
通
信
及
び
上
下
水
道
に
係
る
施
設
が

電
気
事
業
者
、
電
気
通
信
事
業
者
又
は
与
那
国
町
に
よ
り
追
加
的
に
整
備
さ
れ
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
陸
上
自
衛
隊

与
那
国
駐
屯
地
及
び
同
町
に
建
設
し
た
防
衛
省
の
宿
舎
（
以
下
「
駐
屯
地
等
」
と
い
う
。
）
の
電
力
に
つ
い
て
は
、
電
気
事

一



業
者
か
ら
の
供
給
を
受
け
る
と
と
も
に
、
電
気
事
業
者
か
ら
の
供
給
可
能
電
力
量
を
超
え
る
同
駐
屯
地
の
一
部
の
電
力
に
つ

い
て
は
、
同
駐
屯
地
内
に
同
省
が
約
二
億
千
七
百
万
円
で
設
置
し
た
発
電
機
か
ら
供
給
し
て
い
る
。
ま
た
、
駐
屯
地
等
と
駐

屯
地
等
の
外
部
と
の
間
の
電
気
通
信
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
利
用
し
て
お
り
、
駐

屯
地
等
へ
の
給
水
に
つ
い
て
は
、
同
町
の
上
水
道
を
使
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
駐
屯
地
の
汚
水
に
つ
い
て
は
、
同
駐
屯

地
内
に
同
省
が
約
九
千
百
万
円
で
設
置
し
た
浄
化
槽
で
処
理
し
て
お
り
、
同
町
の
下
水
道
は
使
用
し
て
い
な
い
が
、
同
町
に

建
設
し
た
同
省
の
宿
舎
の
下
水
に
つ
い
て
は
、
同
町
の
下
水
道
を
使
用
し
て
い
る
。

ご
み
処
理
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
、
同
町
の
既
存
の
ご
み
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
さ
れ
て
い
る
が
、
駐
屯
地
等
か
ら
排

出
さ
れ
る
ご
み
と
住
民
の
ご
み
を
併
せ
て
処
理
す
る
た
め
、
同
町
が
、
同
省
の
補
助
事
業
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
か
ら

新
た
な
ご
み
処
理
施
設
の
設
置
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
該
事
業
に
係
る
補
助
の
割
合
は
十
分
の
九
で
あ
り
、
こ

れ
ま
で
に
完
了
し
た
実
施
設
計
及
び
生
活
環
境
調
査
に
係
る
事
業
費
は
約
三
千
二
百
万
円
、
補
助
額
は
約
二
千
九
百
万
円
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
「
政
府
が
選
定
理
由
と
し
て
挙
げ
た
「
社
会
的
基
盤
等
が
存
在
し
て
い
る
」
と
矛
盾
し

た
内
容
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
育
園
や
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
等
教
育
環
境
の
整
備
」
に
つ
い
て
、
与
那
国
町
か
ら
具
体
的
な
要
望

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

五
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
住
民
登
録
の
状
況
と
そ
れ
に
伴
う
住
民
税
の
増
加
額
の
状
況
」
、
「
住
民
税
の
増
加
が
地
元
の
当
初
の
期
待

通
り
で
あ
っ
た
の
か
」
、
「
与
那
国
地
域
の
農
水
産
物
や
特
産
品
の
購
入
状
況
」
、
「
農
水
産
物
及
び
特
産
物
の
購
入
が
地

元
の
当
初
の
期
待
通
り
で
あ
っ
た
の
か
」
、
「
与
那
国
地
域
の
飲
食
店
で
の
飲
食
状
況
」
、
「
飲
食
店
で
の
飲
食
が
地
元
の

当
初
の
期
待
通
り
で
あ
っ
た
の
か
」
、
「
雇
用
の
場
の
創
設
・
増
加
や
ア
パ
ー
ト
・
土
地
の
賃
借
等
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ

て
い
る
か
」
及
び
「
地
元
の
期
待
通
り
に
雇
用
の
場
の
創
設
・
増
加
や
土
地
・
建
物
の
賃
貸
借
が
行
わ
れ
て
地
元
経
済
の
活

性
化
に
貢
献
し
た
か
」
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
承
知
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

与
那
国
町
に
お
け
る
お
尋
ね
の
「
防
衛
施
設
と
周
辺
地
域
と
の
調
和
を
図
る
た
め
の
施
策
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
防
衛
省

が
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
二
及
び
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
新
た
な
ご
み
処
理
施
設
の
設
置
に

三



係
る
補
助
事
業
が
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
特
定
防
衛
施
設
周
辺
整
備
調
整
交
付
金
の
交
付
」
に
つ
い
て
は
、
同
町
が
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環

境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
防
衛
施
設
関
連
市
町
村

に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
に
当
該
交
付
金
の
交
付
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
そ
の
他

与
那
国
町
へ
の
支
援
の
状
況
」
及
び
「
こ
れ
ら
の
資
金
は
自
衛
隊
配
備
の
見
返
り
と
し
て
当
初
か
ら
約
束
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
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